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営

企

業

青
森
県
公
営
企
業
局
の
組
織
等
に
関
す
る
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
規
程
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

平
成
十
六
年
三
月
三
十
一
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

青
森
県
公
営
企
業
管
理
規
程
第
一
号

青
森
県
公
営
企
業
局
の
組
織
等
に
関
す
る
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
規
程

青
森
県
公
営
企
業
局
の
組
織
等
に
関
す
る
規
程

(

昭
和
四
十
二
年
四
月
青
森
県
公
営
企
業
管
理
規

程
第
一
号)

の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
三
条
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

(

課
の
設
置)

第
三
条

局
に
、
総
務
課
及
び
工
務
課
を
置
く
。

第
四
条
の
総
務
グ
ル
ー
プ
の
項
中

｢

を

｣

｢

に
改
め
、
同
項
第
二
十
六
号
中｢

総
務
グ
ル
ー
プ｣

｣

を

｢

総
務
課｣

に
改
め
、
同
項
第
二
十
七
号
中

｢

他
グ
ル
ー
プ｣

を

｢

他
課｣

に
改
め
、
同
条
の
工

務
グ
ル
ー
プ
の
項
中

｢

を

｣

｢

に
改
め
、
同
項
第
三
号
中

｣

｢

総
務
グ
ル
ー
プ｣

を

｢

総
務
課｣

に
改
め
、
同
項
第
四
号
中

｢

総
務
グ
ル
ー
プ｣

を

｢

総
務
課｣

に
改
め
、
同
項
第
五
号
中

｢

総
務
グ
ル
ー
プ｣

を

｢

総
務
課｣

に
改
め
、
同
項
第
七
号
中

｢

総
務
グ

ル
ー
プ｣

を

｢

総
務
課｣

に
改
め
、
同
項
第
八
号
中

｢

総
務
グ
ル
ー
プ｣

を

｢

総
務
課｣

に
改
め
、

同
項
第
九
号
中

｢

工
務
グ
ル
ー
プ｣

を

｢

工
務
課｣

に
改
め
る
。

第
二
十
二
条
第
三
号
、
第
二
十
三
条
第
二
項
及
び
第
二
十
七
条
第
二
項
中｢

グ
ル
ー
プ
リ
ー
ダ
ー｣

を

｢

課
長｣

に
改
め
る
。

第
二
十
八
条

(

見
出
し
を
含
む
。)

中

｢

グ
ル
ー
プ
リ
ー
ダ
ー｣

を

｢

課
長｣

に
改
め
る
。

別
表
第
一
中
グ
ル
ー
プ
リ
ー
ダ
ー
の
項
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

別
表
第
一
総
括
主
幹
の
項
中

｢

グ
ル
ー
プ｣

を

｢

課｣

に
改
め
、
同
表
主
幹
の
項
中

｢

グ
ル
ー
プ

リ
ー
ダ
ー｣
を

｢

課
長｣

に
改
め
る
。

別
表
第
四
の
局
長
の
専
決
事
項
の
項
中

｢

グ
ル
ー
プ
リ
ー
ダ
ー｣

を

｢

課
長｣

に
改
め
る
。

別
表
第
五
の

｢
グ
ル
ー
プ
リ
ー
ダ
ー
の
専
決
事
項｣

を

｢

本
庁
の
課
長
の
専
決
事
項｣

に
改
め
、

同
項
第
二
号
中

｢

グ
ル
ー
プ
リ
ー
ダ
ー｣

を

｢

課
長｣

に
改
め
、
同
項
第
五
号
中

｢

グ
ル
ー
プ
リ
ー

ダ
ー｣

を

｢

課
長｣

に
改
め
る
。

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

…
…
…
…

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

…
…
…

…
…
…
…
…

青 森 県 報平成16年３月31日 水曜日 号外第32号1

総
務
グ
ル
ー
プ

一

局
内
の
庶
務
の
整
理
に
関
す
る
こ
と
。

総
務
課

一

局
内
の
庶
務
の
整
理
に
関
す
る
こ
と
。

工
務
グ
ル
ー
プ

一

各
事
業
施
設
の
利
用
計
画
及
び
維
持
管
理
に
関
す
る
こ
と
。

工
務
課

一

各
事
業
施
設
の
利
用
計
画
及
び
維
持
管
理
に
関
す
る
こ
と
。

課
長

上
司
の
命
を
受
け
、
課
の
事
務
を
掌
理
す
る
。
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附

則

こ
の
規
程
は
、
平
成
十
六
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

青
森
県
公
営
企
業
局
文
書
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
規
程
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

平
成
十
六
年
三
月
三
十
一
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

青
森
県
公
営
企
業
管
理
規
程
第
二
号

青
森
県
公
営
企
業
局
文
書
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
規
程

青
森
県
公
営
企
業
局
文
書
規
程

(

昭
和
四
十
二
年
四
月
青
森
県
公
営
企
業
管
理
規
程
第
五
号)

の

一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
三
条

(

見
出
し
を
含
む
。)

、
第
四
条
、
第
五
条
、
第
九
条
、
第
十
二
条
及
び
第
十
三
条
中

｢

総
務
グ
ル
ー
プ
リ
ー
ダ
ー｣

を

｢

総
務
課
長｣

に
改
め
る
。

第
十
四
条
第
一
項
中

｢

総
務
グ
ル
ー
プ
リ
ー
ダ
ー｣

を

｢
総
務
課
長｣

に
改
め
、
同
項
第
一
項
第

一
号
及
び
第
二
号
中

｢

主
管
グ
ル
ー
プ
リ
ー
ダ
ー｣

を

｢

主
管
課
長｣

に
改
め
、
同
項
第
五
号
中

｢

主
管
グ
ル
ー
プ
リ
ー
ダ
ー｣

を｢

主
管
課
長｣

に
改
め
、
同
項
第
六
号
中｢

二
以
上
の
グ
ル
ー
プ｣

を

｢

二
以
上
の
課｣

に
、

｢

総
務
グ
ル
ー
プ
リ
ー
ダ
ー｣

を

｢

総
務
課
長｣
に
、

｢

認
め
る
グ
ル
ー

プ｣

を

｢

認
め
る
課｣

に
改
め
、
同
条
第
二
項
中

｢

総
務
グ
ル
ー
プ
を
経
な
い
で｣

を

｢

総
務
課
を

経
な
い
で｣

に
、

｢

総
務
グ
ル
ー
プ
リ
ー
ダ
ー｣

を

｢

総
務
課
長｣

に
改
め
る
。

第
十
五
条
中

｢

グ
ル
ー
プ
リ
ー
ダ
ー｣

を

｢

課
長｣

に
改
め
る
。

第
十
六
条
中

｢

そ
の
グ
ル
ー
プ｣

を

｢

そ
の
課｣

に
、

｢

総
務
グ
ル
ー
プ
リ
ー
ダ
ー｣
を

｢
総
務

課
長｣

に
改
め
る
。

第
十
九
条
に
次
の
た
だ
し
書
を
加
え
る
。

た
だ
し
、
当
該
文
書
の
性
質
又
は
内
容
に
よ
り
、
課
長
名
を
も
つ
て
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

第
二
十
一
条
の
見
出
し
中

｢

事
務
担
当
グ
ル
ー
プ
等｣

を

｢

事
務
担
当
課
等｣

に
改
め
、
同
条
第

一
項
中

｢

担
当
す
る
グ
ル
ー
プ｣

を

｢

担
当
す
る
課｣

に
、

｢

事
務
担
当
グ
ル
ー
プ
等｣

を

｢

事
務

担
当
課
等｣

に
改
め
、
同
条
第
二
項
中

｢

事
務
担
当
グ
ル
ー
プ
等｣

を

｢

事
務
担
当
課
等｣

に
改
め

る
。第

二
十
二
条
第
一
項
中

｢

他
グ
ル
ー
プ｣

を

｢

他
課｣

に
、

｢

関
係
グ
ル
ー
プ
リ
ー
ダ
ー｣

を

｢

関
係
課
長｣

に
改
め
、
同
条
第
二
項
中｢

総
務
グ
ル
ー
プ
リ
ー
ダ
ー｣

を｢

総
務
課
長｣

に
改
め
、

同
条
第
三
項
中

｢

主
管
グ
ル
ー
プ｣

を

｢

主
管
課
長｣

に
改
め
、
同
条
第
四
項
中

｢

関
係
グ
ル
ー
プ

リ
ー
ダ
ー｣

を

｢

関
係
課
長｣

に
、

｢

主
管
グ
ル
ー
プ
リ
ー
ダ
ー｣

を

｢

主
管
課
長｣

に
改
め
る
。

第
二
十
三
条
中｢

総
務
グ
ル
ー
プ
リ
ー
ダ
ー｣

を｢

総
務
課
長｣

に
、｢

主
管
グ
ル
ー
プ
リ
ー
ダ
ー｣

を

｢

主
管
課
長｣

に
改
め
る
。

第
二
十
六
条
第
一
項
中

｢

主
管
グ
ル
ー
プ｣

を

｢

主
管
課｣

に
改
め
る
。

第
二
十
七
条
第
一
項
中

｢

総
務
グ
ル
ー
プ
リ
ー
ダ
ー｣

を

｢

総
務
課
長｣

に
改
め
、
同
条
第
二
項

中

｢

各
グ
ル
ー
プ｣

を

｢

各
課｣

に
、

｢

総
務
グ
ル
ー
プ｣

を

｢

総
務
課｣

に
改
め
、
同
条
第
三
項

中｢

主
管
グ
ル
ー
プ｣

を｢

主
管
課｣

に
改
め
、
同
条
第
四
項
中｢

総
務
グ
ル
ー
プ｣

を｢

総
務
課｣

に
改
め
る
。

第
三
十
条
中

｢

主
管
グ
ル
ー
プ｣

を

｢

主
管
課｣

に
改
め
る
。

第
三
十
二
条
第
二
項
中

｢

主
管
グ
ル
ー
プ
リ
ー
ダ
ー｣

を

｢

主
管
課
長｣

に
、

｢

総
務
グ
ル
ー
プ

リ
ー
ダ
ー｣

を

｢

総
務
課
長｣

に
改
め
る
。

第
三
十
三
条
中

｢

各
グ
ル
ー
プ｣

を

｢

各
課｣

に
、

｢

総
務
グ
ル
ー
プ
リ
ー
ダ
ー｣

を

｢

総
務
課

長｣

に
改
め
る
。

第
三
十
四
条
中

｢

総
務
グ
ル
ー
プ
リ
ー
ダ
ー｣

を

｢

総
務
課
長｣

に
改
め
る
。

第
三
十
六
条
第
一
項
中

｢

総
務
グ
ル
ー
プ
リ
ー
ダ
ー｣

を

｢

総
務
課
長｣

に
、

｢

主
管
グ
ル
ー
プ

リ
ー
ダ
ー｣

を

｢

主
管
課
長｣

に
改
め
、
同
条
第
二
項
中

｢

総
務
グ
ル
ー
プ
リ
ー
ダ
ー｣

を

｢

総
務

課
長｣

に
改
め
る
。

第
三
十
七
条
中

｢

総
務
グ
ル
ー
プ
リ
ー
ダ
ー｣

を

｢

総
務
課
長｣

に
改
め
る
。

第
三
十
九
条
の
表
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。
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第
三
条

第
四
条
第
一
項

第
四
条
第
二
項

第
十
四
条
第
一
項

第
十
四
条
第
一
項
第
二
号

第
十
四
条
第
一
項
第
五
号

第
二
十
二
条
第
一
項

第
二
十
二
条
第
二
項

第
二
十
二
条
第
三
項

第
二
十
二
条
第
四
項

第
二
十
三
条
第
一
項

及
び
第
二
項

第
二
十
七
条
第
一
項

総
務
課
長

局総
務
課
長
が
指
定
す
る
職
員

主
管
課
長

局
長

企
業
出
納
員

他
課

総
務
課
長

主
管
課
長

関
係
課
長

総
務
課
長

主
管
課
長

総
務
課
長

所
長

所総
務
課
長

主
管
課
長

所
長

所
長

他
課

総
務
課
長

主
管
課
長

関
係
課
長

総
務
課
長

主
管
課
長

総
務
課
長



( )

別
表
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。
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青
森
県
公
営
企
業
局

企
業

出
納

員
印

青
森
県
公
営
企
業
局
八
戸
工
業

用
水
道
管
理
事
務
所
長
印

青
森
県
公
営
企
業
局
岩
木
川

第
一
発
電
所
長
印

青
森
県
公
営
企
業
局
課
長
印

青
森
県
公
営
企
業
局
長

青
森

県
知

事

公
印

企
業
出
納
員

八
戸
工
業
用
水
道

管
理
事
務
所
長

岩
木
川
第
一
発
電
所
長

総
務

課
長

総
務

課
長

総
務

課
長

管
守

者

21 21 21 21 24 30

寸
法
(ミ
リ
メ
ー
ト
ル
平
方
)

ひ
な
型
(字
体
は
て
ん
書
)

青
森

県
知

事
印

青
森
県
公
営
企
業
局
専
用

青
森

県
公

営
企

業
局

長
印

青
森

県
公

営
企

業
局

○
○

課
長

印

青
森

県
公
営
企
業
局
岩
木
川

第
一
発
電
所
長
印

青
森

県
公
営
企
業
局
八
戸
工
業
用

水
道
管
理
事
務
所
長
印

青
森

県
公

営
企

業
局

企
業

出
納

印

別
表 第

二
十
七
条
第
二
項

第
二
十
七
条
第
三
項

第
三
十
六
条
第
一
項

及
び
第
二
項

総
務
課

主
管
課

総
務
課
長

主
管
課
長

総
務
課

主
管
課

総
務
課
長

主
管
課
長

第
三
十
七
条

第
三
十
八
条

総
務
課
長

局
長

所
長

所
長



( )
｢

｢

第
八
号
様
式
中

を

に
改
め
る
。

｣
｣

｢
｢

第
十
一
号
様
式
中

を

に
、

｣
｣

｢

を

｣

｢

に
改
め
る
。

｣

｢
｢

第
十
二
号
様
式
中

を

に
改
め
る
。

｣
｣
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グループ名

課 名

知事 局長 グループリーダー

知事 局長 課長

起案者
グループ

�
電話 番

グループ
リーダー 局 員

起案者
課
�

電話 番

課 長 課 員

青森県公営企業局○○グループリーダー

○○グループリーダー 局員

青森県公営企業局○○課長

○○課長 課員



( )
｢

｢

第
十
三
号
様
式
中

を

に
改
め
る
。

｣
｣

｢
｢

第
十
五
号
様
式
中

を

に
改
め
る
。

｣
｣

附

則

こ
の
規
程
は
、
平
成
十
六
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

青
森
県
公
営
企
業
臨
時
職
員
の
任
用
に
関
す
る
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
規
程
を
こ
こ
に
公
布
す

る
。

平
成
十
六
年
三
月
三
十
一
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

青
森
県
公
営
企
業
管
理
規
程
第
三
号

青
森
県
公
営
企
業
臨
時
職
員
の
任
用
に
関
す
る
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
規
程

青
森
県
公
営
企
業
臨
時
職
員
の
任
用
に
関
す
る
規
程

(

昭
和
四
十
二
年
四
月
青
森
県
公
営
企
業
管

理
規
程
第
三
号)

の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

題
名
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

青
森
県
公
営
企
業
非
常
勤
職
員
等
の
任
用
に
関
す
る
規
程

第
一
条
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

第
一
条

こ
の
規
程
は
、
青
森
県
公
営
企
業
局
に
勤
務
す
る
地
方
公
務
員
法

(

昭
和
二
十
五
年
法
律

第
二
百
六
十
一
号)

第
十
七
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
期
限
付
き
で
任
用
す
る
非
常
勤
職
員
又
は

同
法
第
二
十
二
条
第
二
項
若
し
く
は
地
方
公
務
員
の
育
児
休
業
等
に
関
す
る
法
律

(

平
成
三
年
法

律
第
百
十
号
。
以
下

｢

育
児
休
業
法｣

と
い
う
。)

第
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
臨
時
的
に
任

用
す
る
職
員

(

以
下

｢

非
常
勤
職
員
等｣

と
い
う
。)

の
任
用
に
関
し
必
要
な
事
項
を
定
め
る
も

の
と
す
る
。

第
二
条
の
見
出
し
中

｢

臨
時
的
任
用｣

を

｢

非
常
勤
職
員
等
の
任
用｣

に
改
め
る
。

第
二
条
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

第
二
条

非
常
勤
職
員
等
の
任
用
は
、
職
員
の
職
に
欠
員
を
生
じ
た
場
合
で
、
当
該
職
が
一
定
期
間

継
続
し
た
勤
務
を
要
し
、
か
つ
、
常
勤
を
要
し
な
い
も
の
で
あ
る
と
き
に
行
う
も
の
と
す
る
。

２

臨
時
的
任
用
は
、
次
に
掲
げ
る
場
合
に
行
う
も
の
と
す
る
。

一

職
員
の
任
用
に
関
す
る
規
則

(

昭
和
五
十
年
四
月
人
事
委
員
会
規
則
六－

十
五)

第
四
十
一

条
各
号
に
掲
げ
る
場
合

二

育
児
休
業
法
第
六
条
第
一
項
に
規
定
す
る
場
合

第
三
条
の
見
出
し
中

｢

臨
時
職
員｣

を

｢

非
常
勤
職
員
等｣

に
改
め
る
。

第
三
条
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

第
三
条

非
常
勤
職
員
等
は
、
非
常
勤
職
員
、
期
限
付
臨
時
職
員
、
育
児
休
業
代
替
臨
時
職
員
及
び

日
日
雇
用
職
員
に
区
分
し
、
そ
れ
ぞ
れ
の
意
義
は
、
次
の
各
号
に
定
め
る
と
お
り
す
る
。

一

非
常
勤
職
員

地
方
公
務
員
法
第
十
七
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
任
用
期
間
が
一
年
以
下

で
、
か
つ
、
勤
務
時
間
が
一
週
間
当
た
り
三
十
時
間
を
超
え
な
い
範
囲
内
で
任
用
さ
れ
る
者

二

期
限
付
臨
時
職
員

地
方
公
務
員
法
第
二
十
二
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
任
用
期
間
が
六

箇
月
以
下
の
臨
時
の
職
に
任
用
さ
れ
る
者

三

育
児
休
業
代
替
臨
時
職
員

育
児
休
業
法
第
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
育
児
休
業
を
し

て
い
る
職
員
の
代
替
と
し
て
当
該
育
児
休
業
の
期
間
の
範
囲
内
で
一
年
を
超
え
な
い
任
用
期
間

で
臨
時
的
に
任
用
さ
れ
る
者

四

日
日
雇
用
職
員

地
方
公
務
員
法
第
二
十
二
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
公
営
企
業
局
の
直

営
工
事
の
現
場
人
夫
及
び
こ
れ
に
準
ず
る
人
夫
で
五
箇
月
以
下
の
雇
用
予
定
期
間
の
範
囲
内
で

日
日
雇
用
さ
れ
る
者
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( )

第
四
条
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

第
四
条

非
常
勤
職
員
等
の
職
名
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

一

非
常
勤
職
員

非
常
勤
事
務
員
、
非
常
勤
技
術
員
、
非
常
勤
技
能
員
、
非
常
勤
労
務
員

二

期
限
付
臨
時
職
員
及
び
育
児
休
業
代
替
臨
時
職
員

臨
時
事
務
手
、
臨
時
技
術
手
、
臨
時
技

能
手
、
臨
時
労
務
手

第
五
条
中

｢
期
限
付
臨
時
職
員
、
日
日
雇
用
職
員
及
び
非
常
勤
職
員｣

を

｢

非
常
勤
職
員
、
期
限

付
臨
時
職
員
、
育
児
休
業
代
替
臨
時
職
員
及
び
日
日
雇
用
職
員｣

に
改
め
る
。

第
六
条
の
見
出
し
中

｢
臨
時
職
員｣

を

｢

非
常
勤
職
員
等｣

に
改
め
、
同
条
第
一
項
中

｢

期
限
付

臨
時
職
員
、
日
日
雇
用
職
員
及
び
非
常
勤
職
員｣

を

｢

非
常
勤
職
員
等｣

に
改
め
、
同
条
第
二
項
中

｢

期
限
付
臨
時
職
員
及
び
非
常
勤
職
員

(

こ
れ
ら
の
者
で｣

を

｢

非
常
勤
職
員
、
期
限
付
臨
時
職
員

(｣

に
改
め
、

｢

除
く
。)

｣

の
下
に

｢

及
び
育
児
休
業
代
替
臨
時
職
員｣

を
加
え
、
同
条
第
三
項

中

｢

総
務
グ
ル
ー
プ
リ
ー
ダ
ー｣

を

｢
総
務
課
長｣

に
改
め
る
。

第
七
条
第
三
項
中

｢

第
一
項｣

を

｢

第
三
項｣

に
改
め
、
同
項
を
同
条
第
五
項
と
し
、
同
条
第
二

項
を
同
条
第
四
項
と
し
、
同
条
第
一
項
中

｢

期
限
付
臨
時
職
員
及
び
非
常
勤
職
員｣

を

｢

非
常
勤
職

員
、
期
限
付
臨
時
職
員
及
び
育
児
休
業
代
替
臨
時
職
員｣
に
改
め
、
同
項
を
同
条
第
三
項
と
し
、
同

項
の
前
に
次
の
二
項
を
加
え
る
。

非
常
勤
職
員
の
任
用
期
間
は
、
任
用
期
間
更
新
通
知
書

(
第
三
号
様
式)

に
よ
り
、
一
年
の
範

囲
内
で
更
新
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
た
だ
し
、
他
の
適
任
者
の
確
保
が
困
難
で
あ
る
と
知
事
が
認

め
た
場
合
を
除
き
、
二
回
に
限
る
も
の
と
す
る
。

２

前
項
本
文
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
第
九
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
再
任
用
さ
れ
た
非
常
勤
職

員
で
、
当
該
再
任
用
前
の
任
用
期
間
と
当
該
再
任
用
に
係
る
任
用
期
間
の
合
計
が
三
年
を
超
え
る

こ
と
と
な
る
も
の
の
任
用
期
間
は
、
更
新
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
。

第
八
条
第
一
項
中

｢

期
限
付
臨
時
職
員｣

を

｢

非
常
勤
職
員
、
期
限
付
臨
時
職
員
及
び
育
児
休
業

代
替
臨
時
職
員｣

に
改
め
る
。

第
九
条
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

第
九
条

非
常
勤
職
員
で
あ
っ
た
者
を
再
び
非
常
勤
職
員
と
し
て
、
期
限
付
臨
時
職
員
又
は
育
児
休

業
代
替
臨
時
職
員
で
あ
っ
た
者
を
再
び
期
限
付
臨
時
職
員
、
育
児
休
業
代
替
臨
時
職
員
又
は
日
日

雇
用
職
員
と
し
て
任
用
し
て
は
な
ら
な
い
。

２

前
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
次
に
掲
げ
る
場
合
は
、
非
常
勤
職
員
で
あ
っ
た
者
を
再
度
非
常

勤
職
員
と
し
て
任
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
た
だ
し
、
第
二
号
に
該
当
す
る
場
合
の
再
任
用
は
、

一
回
に
限
る
も
の
と
す
る
。

一

他
の
適
任
者
の
確
保
が
困
難
で
あ
る
と
知
事
が
認
め
た
場
合

二

そ
の
任
用
期
間
の
合
計

(

一
年
に
満
た
な
い
端
数
を
生
じ
た
と
き
は
、
こ
れ
を
一
年
と
す

る
。)

が
二
年
以
内
で
あ
る
者
を
再
任
用
す
る
場
合

｢
｢

第
一
号
様
式
中

を

に
、

｣
｣

｢
｢

を

に
、

｢日
額
｣

を

｢月
額
(日
額
)
｣

に
改
め
る
。

｣
｣

第
二
号
様
式
中

｢日
額
｣

を

｢月
額
(日
額
)
｣

に
改
め
る
。

第
三
号
様
式
中

｢臨
時
的
任
用
の
｣

を

｢任
用
の
｣

に
改
め
る
。

附

則

こ
の
規
程
は
、
平
成
十
六
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

青
森
県
公
営
企
業
職
員
就
業
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
程
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

平
成
十
六
年
三
月
三
十
一
日
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( )

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

青
森
県
公
営
企
業
管
理
規
程
第
四
号

青
森
県
公
営
企
業
職
員
就
業
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
程

青
森
県
公
営
企
業
職
員
就
業
規
則

(

昭
和
四
十
二
年
四
月
青
森
県
公
営
企
業
管
理
規
程
第
二
号)

の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
六
条
の
二
第
三
号
中

｢

地
方
公
営
企
業
労
働
関
係
法｣

を

｢

地
方
公
営
企
業
等
の
労
働
関
係
に

関
す
る
法
律｣

に
改
め
る
。

第
六
条
の
六
の
見
出
し
及
び
同
条
第
一
項
中

｢

非
常
勤
職
員｣

の
下
に

｢

等｣

を
加
え
、
同
条
第

二
項
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

２

非
常
勤
職
員
等
の
休
暇
の
種
類
、
期
間
及
び
単
位
は
、
青
森
県
非
常
勤
職
員
及
び
臨
時
的
任
用

職
員
管
理
規
程

(

昭
和
三
十
八
年
四
月
青
森
県
訓
令
第
七
号)

の
例
に
よ
る
。

第
十
二
条
中

｢

臨
時
職
員｣

を

｢

非
常
勤
職
員
等｣

に
改
め
、
同
条
第
二
項
を
次
の
よ
う
に
改
め

る
。

２

非
常
勤
職
員
等
の
給
与
は
、
予
算
の
範
囲
で
別
に
定
め
る
。

第
二
十
五
条
の
二
中

｢

地
方
公
営
企
業
労
働
関
係
法｣

を

｢
地
方
公
営
企
業
等
の
労
働
関
係
に
関

す
る
法
律｣

に
改
め
る
。

第
六
号
様
式

(

そ
の
二)

中

｢グ
ル
ー
プ
｣

を

｢課
｣

に
改
め
る
。

附

則

こ
の
規
程
は
、
平
成
十
六
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

青
森
県
企
業
職
員
の
給
与
に
関
す
る
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
規
程
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

平
成
十
六
年
三
月
三
十
一
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

青
森
県
公
営
企
業
管
理
規
程
第
五
号

青
森
県
企
業
職
員
の
給
与
に
関
す
る
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
規
程

青
森
県
企
業
職
員
の
給
与
に
関
す
る
規
程

(

昭
和
四
十
九
年
四
月
青
森
県
公
営
企
業
管
理
規
程
第

九
号)

の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
三
条
の
表
中
参
事
の
項
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

附

則

こ
の
規
程
は
、
平
成
十
六
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

青
森
県
公
営
企
業
職
員
被
服
等
貸
与
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
規
程
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

平
成
十
六
年
三
月
三
十
一
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

青
森
県
公
営
企
業
管
理
規
程
第
六
号

青
森
県
公
営
企
業
職
員
被
服
等
貸
与
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
規
程

青
森
県
公
営
企
業
職
員
被
服
等
貸
与
規
程

(

昭
和
四
十
二
年
四
月
青
森
県
公
営
企
業
管
理
規
程
第

八
号)

の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
四
条
中

｢

総
務
グ
ル
ー
プ
リ
ー
ダ
ー｣

を

｢

総
務
課
長｣

に
改
め
る
。

第
五
条
第
一
項
中

｢

総
務
グ
ル
ー
プ
リ
ー
ダ
ー｣

を

｢

総
務
課
長｣

に
、

｢

所
属
長
等｣

を

｢

所

属
長｣

に
改
め
る
。

第
六
条
第
二
項
及
び
第
七
条
中

｢

所
属
長
等｣

を

｢

所
属
長｣

に
改
め
る
。

附

則

こ
の
規
程
は
、
平
成
十
六
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

青
森
県
公
営
企
業
財
務
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
規
程
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

平
成
十
六
年
三
月
三
十
一
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

青
森
県
公
営
企
業
管
理
規
程
第
七
号

青
森
県
公
営
企
業
財
務
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
規
程

青
森
県
公
営
企
業
財
務
規
程

(

昭
和
四
十
二
年
四
月
青
森
県
公
営
企
業
管
理
規
程
第
六
号)

の
一

部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。
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課
長

百
分
の
十
六



( )

第
三
条
第
二
項
中

｢

総
務
グ
ル
ー
プ
リ
ー
ダ
ー｣

を

｢

総
務
課
長｣

に
改
め
る
。

第
百
九
条
第
二
項
第
一
号
中

｢

鉄
道
債
権
そ
の
他
の｣

を
削
り
、
同
項
第
二
号
を
次
の
よ
う
に
改

め
る
。

二

金
融
機
関
が
振
り
出
し
又
は
支
払
保
証
を
し
た
小
切
手

第
百
九
条
第
二
項
第
三
号
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

三

銀
行
、
農
林
中
央
金
庫
、
商
工
組
合
中
央
金
庫
又
は
全
国
を
地
区
と
す
る
信
用
金
庫
連
合
会

の
発
行
す
る
債
券

(

以
下

｢

金
融
債｣

と
い
う
。)

第
百
十
条
第
一
項
第
二
号
中

｢

鉄
道
債
券
そ
の
他
の
政
府
の
保
証
の
あ
る
債
券
、
金
融
債
及
び
公

社
債｣

を

｢

政
府
の
保
証
の
あ
る
債
券
及
び
金
融
債｣

に
改
め
る
。

第
百
十
三
条
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。

２

前
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
契
約
担
当
者
等
は
、
次
に
掲
げ
る
入
札
に
限
り
、
入
札
前
に
予

定
価
格
を
公
表
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

一

建
設
業
法

(

昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
号)

第
二
条
第
一
項
に
規
定
す
る
建
設
工
事
に
係
る

入
札

二

青
森
県
建
設
関
連
業
務
の
競
争
入
札
に
参
加
す
る
者
の
資
格
等
に
関
す
る
規
則

(

昭
和
五
十

八
年
二
月
青
森
県
規
則
第
六
号)

第
一
条
に
規
定
す
る
建
設
関
連
業
務
に
係
る
入
札

三

普
通
財
産

(

不
動
産
に
限
る
。)

の
売
払
い
に
係
る
入
札

第
百
三
十
三
条
第
一
項
第
二
号
中

｢

国

(

公
社
、
公
団
を
含
む
。)
｣

を

｢

国

(

公
団
を
含
む
。

)
｣

に
、

｢

数
回｣

を

｢

二
回｣

に
改
め
、
同
項
第
三
号
中

｢
保
険
会
社｣

の
下
に

｢

、
銀
行
、
農

林
中
央
金
庫
そ
の
他
知
事
が
指
定
す
る
金
融
機
関｣

を
加
え
る
。

｢

第
三
号
様
式
中

を

｣
｢

に
改
め
る
。

｣

｢

第
四
号
様
式
中

を

｣

｢

に
改
め
る
。

｣

｢

第
五
号
様
式
中

を

｣

｢

に
改
め
る
。

｣

第
三
十
号
様
式
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。
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グ
ル
ー
プ

リ
ー
ダ
ー

グ
ル
ー
プ

起
票

課
長

課
員

起
票

グ
ル
ー
プ

リ
ー
ダ
ー

グ
ル
ー
プ

起
票

課
長

課
員

起
票

グ
ル
ー
プ

リ
ー
ダ
ー

グ
ル
ー
プ

起
票

課
長

課
員

起
票



( )

第
六
十
号
様
式
及
び
第
六
十
号
様
式
の
二
中

｢７
そ
の
他
｣

を

｢

に
改
め
る
。

｣

第
六
十
一
号
様
式
及
び
第
六
十
一
号
様
式
の
二
中

｢５
そ
の
他
｣

を

｢

に
改
め
る
。

｣

附

則

こ
の
規
程
は
、
平
成
十
六
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。
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７
特
定
建
設
資
材
に
係
る
分
別
解
体
等

(１
)
分
別
解
体
の
方
法

(２
)
請
負
代
金
額
の
う
ち
解
体
工
事
に
要
す
る
費
用
￥

(３
)
再
資
源
化
等
を
す
る
た
め
の
施
設
の
名
称
及
び
所
在
地

(４
)
請
負
代
金
額
の
う
ち
再
資
源
化
等
に
要
す
る
費
用
￥

８
そ
の
他

５
特
定
建
設
資
材
に
係
る
分
別
解
体
等

(５
)
分
別
解
体
の
方
法

(６
)
請
負
代
金
額
の
う
ち
解
体
工
事
に
要
す
る
費
用
￥

(７
)
再
資
源
化
等
を
す
る
た
め
の
施
設
の
名
称
及
び
所
在
地

(８
)
請
負
代
金
額
の
う
ち
再
資
源
化
等
に
要
す
る
費
用
￥

６
そ
の
他

(１
)

(２
)



( )

(

発
行
所
・
発
行
人)

青
森
市
長
島
一
丁
目
一
番
一
号

青

森

県

(
印
刷
所
・
販
売
人)

青
森
市
第
二
問
屋
町
三
丁
目
一
番
七
七
号

東
奥
印
刷
株
式
会
社

定
価
小
口
一
枚
ニ
付
十
五
円
一
銭

毎
週
月
・
水
・
金
曜
日
発
行
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